
             

 

        

 

 

休業要請・緊急事態宣言に関するお問い合わせ窓口について 
 

 令和２年５月１４日付け政府の新型コロナウイルス感染症対策本部から緊急

事態宣言の区域変更が発表され、本県を含む３９県が、緊急事態措置の対象と

ならない都道府県となりました。 

 ついては、現在設置している専用ダイヤルを下記のとおり県庁電話に統合し

ますので、お知らせします。 

 

記 

 

＜現在の専用ダイヤル＞ 

電話番号   ０７３－４３１－２６８４ 

０７３－４３１－５７２６   

０７３－４３１－５７５１ 

 

受付時間   ９時から１７時４５分（休日を含む） 

 

 ＦＡＸ番号  ０７３－４２２－７６５２ 

 

 

＜変更後の連絡先＞ 

 

変更日    令和２年５月１８日（月）～ 

 

電話番号   ０７３－４４１－２２６２ 

 

受付時間    月曜日から金曜日の９時から１７時４５分（祝日を除く） 

 

ＦＡＸ番号  ０７３－４２２－７６５２ 

担当課室 

危機管理・消防課 小川、撫養 

電話（直通） 073-441-2273 

災害対策課 楠本、平田 

電話（直通） 073-441-2262 

資  料  提  供 

令和２年 ５月 １５日 


